
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決及び第一審判決を破毀する。

　　　　　本件仮処分申請を却下する。

　　　　　訴訟費用のうち申請人株式会社Ｄと被申請人等との間に生じた分は申請

人株式会社Ｄの負担とし、申請人Ｅ及び同Ｆと被申請人等との間に生じた分はこれ

を三分しその二を同申請人等の負擔とし、その余を被申請人等の負擔とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　本件上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりである。

　日本国憲法および裁判所法の施行に伴い、裁判所は憲法に特別の定めのある場合

を除いて一切の法律上の争訟を裁判する権限を有することゝなつたので、いわゆる

行政事件は裁判所の所管するところとなり、民事訴訟法の定める規定により審判さ

れるに至つた。したがつて、民事訴訟法に定める仮処分に関する規定もまた原則と

して行政事件に関する訴訟において適用されることゝなつたのである。

　しかしながら、行政事件は、行政処分に基ずいて生ずる権利関係に関する争を内

容とするものであり、その裁判は直接公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが多い

から、行政事件訴訟特例法（以下特例法と略稱する）は、行政事件の訴訟手続に関

する特則を定め、行政庁の処分については、仮処分に関する民事訴訟法の規定はこ

れを適用しないこととし、たゞ本訴の提起があつた場合に一定の条件の下に行政処

分の執行を停止することができることを規定するに止めたのである。（特例法第一

〇条）。そして、特例法は昭和二三年七月一五日から施行されたのであるが（同法

附則第一項）この法律は、この法律施行前に生じた事項にも適用され、ただ民事訴

訟法および昭和二二年法律第七五号によつて生じた効力を妨げないものと規定して

いるのである。（同法附則第二項）さて、本件行政行為禁止仮処分申請事件につい

ては、原審たる東京高等裁判所は昭和二三年六月三〇日に言渡した控訴判決におい
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て、申請人Ｅおよび同Ｆの申請につき「被控訴人等（被申請人等）は別紙第二目録

及び第四目録の土地の内八反歩の範囲についてはさきに右土地につきなした農地買

収手続を再度続行し又は該農地の売渡手続をしてはならない」との仮処分をして、

同人等の申請の一部を認容した。この判決に対し当事者双方は、これを不服として

当裁判所に上告をして仮処分認容の当否を争つているのである。すなわち本件に於

ては、民事訴訟法が行政事件について仮処分を許容していた時期に仮処分の申請な

らびに仮処分を命じた判決がなされ、更らに該判決に対して上告があり、右申請事

件の繋属中仮処分を許容しない前記特例法が施行されるに至つたのである。そこで、

本件については、前記特例法附則第二項本文が適用されるのか、または同項但書が

適用されるのかが問題となるのである。そもそも、訴訟手続に関する法規が改正施

行された場合においては、国家は裁判所をして新手続にしたがつて訴訟を遂行せし

むる趣旨において法規を改正したのであるから、経過法規に特別の定めのない限り、

その施行当時において裁判所に現に繋属する訴訟事件の手続についても、爾後すべ

て新法の規定するところに従うのが原則であると云わなければならない。前記特例

法附則第二項本文は、特例法がその施行前に生じた事項にも適用されることを明ら

かにした趣旨と解すべきである。ただ、この原則を無制限に適用して新法施行前に

完結終了した訴訟行為について、すでに生じた舊法による効力までも否定すること

は、訴訟経済上適当ではないので、前記特例法附則第二項但書は前記のように民事

訴訟法および昭和二二年法律第七五号によつて生じた効力を妨げない旨を規定した

にすぎないのである。本件は、前記のように、仮処分に関する控訴判決に対して上

告の申立があり、事件がなお裁判所に繋属する間に前記特例法が施行されたのであ

つて、本件について仮処分が許容されるか否かは未解決の問題として上告審におい

て争はれているのであるから、前記特例法附則第二項但書の適用を受ける場合では

なく、同項本文の適用ある場合に当り、もつぱら前記特例法の規定するところに従
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わなければならないのである。そして、特例法は前記のように行政庁の処分につい

ては仮処分に関する民事訴訟法の規定を適用しない旨を明かにしているのであるか

ら、本件について仮処分を許容することは法律の禁止するところと云わねばならな

い。されば、原審が本件につき申請人Ｅおよび同Ｆの申請の一部を容れて前記のよ

うな仮処分を為し、又第一審が本件申請を理由なしとしてこれを却下したのは、共

に行政事件につき仮処分を禁止する前記特例法の規定に違背することに歸着するの

で当審においては民事訴訟法第四〇八条第二号に従い、原判決及び第一審判決を破

毀して本件仮処分の申請を不適法として却下すべきものとし、訴訟費用の負担につ

いては同法第九六条第八九条第九〇条を適用して主文のとおり判決する。

　この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。

　　　　　最高裁判所大法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　塚　　　崎　　　直　　　義
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　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　河　　　村　　　又　　　介

- 3 -


